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対象となる住宅は、①に該当し、②または③の判定が必要となります。
①市税（市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保
険税）を滞納していない方で、県木造住宅耐震診断マニ
ュアルなどに基づいて耐震診断を行った結果、総合評点
が0.7未満の住宅
②補強計画は、（財）日本建築防災協会による「木造住宅の耐
震精密診断と補強方法」などにより総合評点が1.0以上
となるように耐震改修工事を行う住宅
③（社）山梨県建築士事務所協会などの建築物耐震診断・補
強計画判定会による判定を受けたもの

○基礎、柱、はり、筋かい（耐力壁）の補強または軽量化の
ための屋根の葺き替え工事などによる改修工事
○補強計画策定費（一般耐震診断、補強設計）
○増・改築工事及び耐震性を伴わないリフォームなどの工
事は除く。
耐震改修工事費の1/2（限度額60万円）
12月27日（水）

建築住宅課　建築担当

現
在
、
肺
が
ん
や
中
皮
種
な
ど
ア
ス
ベ
ス
ト（
石
綿
）が
原
因
と
見
ら

れ
る
健
康
被
害
が
全
国
的
に
波
及
し
、
新
た
な
公
害
問
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。
市
で
は
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
市
民
の
健
康
や
環
境
不
安
に
対

処
す
る
た
め
、
ま
た
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

市
民
の
皆
さ
ん
が
実
施
さ
れ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
調
査
費
用
の
一
部
に
つ
い

て
補
助
を
行
い
ま
す
。

市
内
に
住
所
を
有
し
、
市
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
方
で
、
自
ら

が
居
住
し
て
い
る
住
宅
、
長
屋
共
同
住
宅
ま
た
は
店
舗
等
併
用
住
宅
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月
27
日（
水
）

「
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
」は
、
毎
年
１
月
１
日

現
在
の
申
請
に
基
づ
い
て
登
録
さ
れ
ま
す
。

こ
の
名
簿
に
載
っ
て
い
な
い
と
投
票
も
リ
コ
ー
ル
の
請

求
も
で
き
ま
せ
ん
。
次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

12
月
中
旬
に
農
業
委
員
会
よ
り
各
農
事
組
合
に
申
請
用

紙
を
送
付
し
ま
す
の
で
、農
事
組
合
ご
と
に
取
り
ま
と
め
、

１
月
10
日（
水
）ま
で
に
農
業
委
員
会
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
農
事
組
合
に
加
入
さ
れ
て
い
な
い
農
家
に
つ

い
て
は
、
農
業
委
員
会
、
各
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ

ー
、
Ｊ
Ａ
な
ど
に
備
え
付
け
て
あ
る
申
請
用
紙
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

※
市
内
で
10
ア
ー
ル
に
満
た
な
い
農
地
を
耕
作
し
、
他
市

町
村
の
土
地
を
権
限（
所
有
権
、
賃
貸
借
権
な
ど
）に
基
づ

き
耕
作
し
て
い
る
農
家
で
、
併
せ
て
10
ア
ー
ル
を
超
え
る

場
合
に
は
選
挙
権
が
あ
り
ま
す
の
で
１
月
10
日（
水
）ま
で

に
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
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